
  2020年 3 月 1日 

ホテルテキスト 宿泊Ⅰ 追補情報 HH0110 

2019 年 6 月 1 日より、大阪府の宿泊税の課税条件が変更されました。また、2020 年 3 月現在、宿泊税を導入する自治体

が増加しています。これに伴い、『ホテルテキスト 宿泊Ⅰ』の記載内容のうち、変更になった箇所があります。以下をご参

照いただき、内容を読み替えて学習を進めてください。なお、2019 年 10 月の消費税率変更による記載内容の読み替えにつ

いては割愛させていただきますのでご了承ください。 
 
頁 該当箇所 旧 新 
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（３）宿泊税 ホテルまたは旅館への宿泊者が課税対象とな

る。現在わが国では、東京都と大阪府に導入され

ている（大阪府は2017年1月11日から）。京都市で

も宿泊税の導入が、2017年11月現在、検討されて

いる。海外では観光事業などの財源として、宿泊

税を活用している。 

ホテルまたは旅館への宿泊者が課税対象とな

る。現在わが国では、東京都、大阪府、京都市な

どに宿泊税が導入されている。海外では観光事業

などの財源として、宿泊税を活用している。 
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（３）宿泊税 

＜課税条件と

課税額＞ 

 

大阪府の宿泊

税の課税条件 

  

宿泊料金（1 人 1泊） 課税額 

10,000円未満 非課税 

10,000円以上 15,000 円未満 100円 

15,000円以上 20,000 円未満 200円 

20,000円以上 300円 

  

 

宿泊料金（1 人 1泊） 課税額 

7,000 円未満 非課税 

7,000 円以上 15,000円未満 100円 

15,000円以上 20,000 円未満 200円 

20,000円以上 300円 

  

※最新の正誤情報はウイネットホームページ（https://www.wenet.co.jp/）で公開しております。 
［商品カテゴリー］→［ホテル・ブライダル］を選択し、該当書籍の詳細ページをご確認ください。 
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